
津市型マンホールふた認定仕様書 

 

１ 認定条件 

新たに、または継続して認定を受けようとする製造業者は、下記に示す項目を満足し、確認ができ

る書類を提出しなければならない。 

① 認定を受けようとする対象製品が本市の仕様書を満足すること。 

② 製品の製造工場は、日本国内に所在し、日本工業規格（JIS G 5502）の表示許可工場であると

ともに下水道資器材製造認定工場であること。 

③ 本市が行う下水道工事並びに本市で実施される開発事業等により製品納入の要請があった場

合は、速やかに必要組数を納入できること。 

④  本市から緊急出荷の要請等があった場合は、全力をあげて協力する対応ができること。 

⑤  本市から製品に係る資料や製造工場における管理資料等の提出を求めた場合は、速やかに提出

すること。 また、本市が必要と認めた場合は、製造業者の負担において本市立会のうえ仕様

書に基づく検査を実施すること。 

⑥ 納入製品に不具合が生じた場合は、製造業者の責任として速やかに原因の究明を行うとともに

誠意を持って構造改良等の対応を行うこと。 

 

２ 認定申請 

① 製品の認定を受けようとする製造業者は、必要書類とともに認定申請書を提出するものとする。 

 ② 認定の有効期間は３年間を限度とする。 

 ③ 認定の更新を受けようとする製造業者は、有効期限終了の１ヶ月前までに申請を行うものとす

る。 

 

３ 認定の解除 

認定した製品（製造業者）において、下記の事項が生じたものは認定を解除する。 

① 認定条件が履行されない場合。 

② 納入された製品に欠陥、瑕疵等があった場合。 

③ 不正や反社会的な事実が認められる等、本市マンホール蓋製造認定業者として好ましくない行

為を行った場合。 

④ 自ら廃業又は認定の取消を申し出た場合。また、認定された製品でも納入実績が著しく少ない 

場合は、認定の取消を行うことがある。 

 

 

（認定申請時添付書類） 

・ 製作図（寸法、質量、製作表示など） 

・ 日本工業規格表示工場許可書写し 

・ 下水道用資器材製造工場認定書写し 

・ 品質管理体制報告書 

・ 社内検査体制要領書 

・ 受注実績報告書 

・ その他本市の指示による 

 



平成  年  月  日 

 

 津市上下水道事業管理者 様 

 

申請者 

住 所 

 

氏 名            印 

 

 

津市型マンホールふた認定申請書 

 

 標記のことについて、津市型マンホールふた認定条件を遵守し、製品の認定を受けたいので認

定仕様書に基づき関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 申請品名及び規格 

 

 

２ 製造工場名 

 

 

３ 製造工場所在地 

 

 

４ 添付資料 

・ 製作図面（2 部） 

・ 日本工業規格表示許可書（写し） 

・ 下水道用資器材製造工場認定書（写し） 

・ 品質管理体制報告書 

・ 社内検査体制要領書 

・ 受注実績報告書 

・ その他 

 


